
こんなことはありませんか？
雇用環境・均等室にご相談ください！

あなたからのご相談に
雇用環境・均等室ではこのように対応します

ご相談、お問い合わせは
滋賀労働局雇用環境・均等室へ！
 ☎ 077-523-1190

妊娠したことを会社に報告したら、退職するように言われたけど、
辞めないといけないの？
妊婦検診で、勤務の軽減をしてもらうように主治医から指導があった
けど、そんなことを会社に言ったら辞めさせられるんじゃないの？
パートは産前産後休業や育児休業は取れないと言われたけどホント？
子どもが熱を出し、妻と交替で休もうと看護休暇を申し出たら、上司
や同僚から「男が育児なんて」と言われ、取ることができなかった！
保育園のお迎えで残業免除を申し出たら、上司から「残業できない人
に仕事は任せられない」と言われ、同僚からも嫌がらせを受け本当に
辛い！ など
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法律や制度の詳しい資料をあなたや会社にお送りします。
会社に、法律や制度の説明をします。
会社に事実確認を行い、法に違反する取扱いをしていることが明ら
かになった場合は、是正するよう指導します。
会社との間にトラブルが生じている場合、間に入って紛争解決の援
助を行います。（調停など）

■
■
■

■

　

妊娠・出産、育児休業から復職後まで、
働くパパ＆働くママをサポートする
制度をご紹介します！

厚生労働省
滋賀労働局雇用環境・均等室〒520-0806　大津市打出浜14-15　滋賀労働総合庁舎4階

R5.3
https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/home.html

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置

●母性健康管理措置には・・・

必要な措置とは？

・妊娠中の通勤緩和
・妊娠中の休憩に関する措置
・妊娠中又は出産後の症状等に関する措置（作業の制限、勤務時間の短縮、休業等）
などがあります。

男女雇用機会均等法では妊娠中・出産後の女性労働者が妊婦健診

等で主治医や助産師から指導を受け、事業主に申し出た場合、その

指導事項を守ることができるようにするために必要な措置（母性健

康管理措置）を講じることが事業主に義務付けられています。

母性健康管理措置

不利益取扱い・ハラスメントについて

　妊娠・出産、育児休業等を理由として、事業主が労働者に対し解雇
その他不利益な取扱いをすることは男女雇用機会均等法、育児・介護
休業法で禁止されています。
　また、これらの法律に基づき、事業主は自社でいわゆるマタニティ・
ハラスメントが生じないように、防止措置を講じる義務があります。

母性健康管理措置に関する詳しい情報はこちら
「女性にやさしい職場づくりナビ」

https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/



育児休業とは育児休業とは

育休 育休

産前休業…出産予定日から数えて42日前の日～出産(予定)日
産後休業…出産(予定)日の翌日～出産(予定)日の翌日から数えて56日目

　

（

※原則、子の1歳誕生日の前日まで

（予定）

　原則として子が1歳に達するまでの間で本人が申し出た期間休業する
ことができます。（保育所等に入所希望しているが入所できない場合など
は最長2歳まで）
　育児休業の申出は、育児休業の開始予定日と終了予定日を明確にし
て、開始予定日の1ヶ月前までに書面で行います。
　会社に育児休業等に関する規定が定められていなくても、法の要件を
満たした場合は取得できます。（パート･有期雇用労働者も同様です）

保健指導・健康診査の時間の確保、医師や助産師からの指導に基づく通勤緩和、休業等の措置）

1歳の誕生日時点で保育所に
入所できない場合などは1歳6ヶ月まで

1歳6ヶ月時点で保育所に
入所できない場合などは2歳まで

パパもママも育児休業する場合、
子が1歳2ヶ月までの間でそれぞれ
最長1年間、育児休業をすることが
できます。

（子が1人の場合は1年間5日、2人以上の場合は10日（ 単位で）取得できる制度）時間

（6ヶ月間賃金の67％ 7ヶ月目以降50％）（R4.10.1～）
出生時育児休業給付金（賃金の67%）
★育児休業給付金の日数に通算されます。

（出生時）育児休業は書面の申出が
必要です。申出たら、会社からは
取扱通知書などの書面がもらえます。

出生時育児休業
※子の出生後8週間以内に4週間まで

パパは子の出生後8週間以内の期間
について出生時育児休業を取得せず
に育児休業を取得することもできます。

令和4年10月1日から制度が変わりました!!令和4年10月1日から制度が変わりました!!
1．出生時育児休業制度が創設されました!
　・出生時育児休業とは？
育児休業とは別に子の出生後8週間以内に4週間まで取得すること
ができる休業制度です。（2回まで分割取得可能）

　・休業中の就業について
　一定の場合、個別に合意した範囲で休業中に就業することができま
す。（※就業可能日数・時間には上限があります）

2．1歳までの育児休業の分割取得が可能になりました!
・1歳までの育児休業を取得する場合は、2回まで分割して取得するこ
とができるようになりました。

3．1歳以降の育児休業の開始日が柔軟化されました!
　・配偶者が育児休業を1歳（1歳6ヶ月）から取得する場合は、配偶者の
育児休業終了予定日の翌日以前の日を開始日とすることができるよ
うになりました。

◎休み方のイメージ（令和4年10月1日～）◎休み方のイメージ（令和4年10月1日～）
新制度 今回の改正で新たにできるようになったこと

出生 出生後8週 1歳 1歳半 2歳
保育所に入所できない等の場合

ママ

パパ

産休

育休 育休

夫婦が育休を交代できる
回数が増えました

夫婦が育休を途中交代
できます

育休

育休

育休

育休 育休 育休

出生時
退院時等

さらに
もう1回＋

※これらの制度を利用する場合
　は原則請求が必要です。

また、産前産後休業期間及び育児休業期間は、社会保険料の免除制度があります。詳しくは、年金事務所、健康保険協会へ

いろんな制度があります。
利用できる制度を確認して

おきましょう!


